
 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

岐阜県食品安全対策協議会の委員を募集します 

 
 県では、食品の安全性の確保について、県民の意見を施策に反映することを目的として、「岐阜

県食品安全対策協議会」を設置し、消費者や学識経験者、生産者、流通業者の代表の方に委員に就

任いただいています。 

このたび、下記のとおり次期公募委員（消費者代表）を募集しますので、「食品の安全性の確保

のために活動したい」「県の食品安全施策に提案したい」等、食品の安全に関心のある方のご応募

をお待ちしています。 

 

記 

 

１ 募集人数   若干名 

 

２ 任  期   ２年間（令和８年４月１日から２年間） 

 

３ 応募資格 

食品の安全について関心があり、令和８年４月１日現在で満２０歳以上、県内に居住又は

通勤、通学されている方（国、地方公共団体の議員及び常勤の公務員は応募の対象外です）。 

 

４ 仕事内容 

   年２～３回程度、平日に会議を開催しますので、会議に出席いただき、食品安全に関する自 

由な意見を述べてください。 

 

５ 応募方法 

（１）提出書類 

次の「応募書」及び「作文」（いずれも日本語に限る）を作成の上、郵便、ＦＡＸ、電子メ

ールまたは Logoフォームで提出してください。様式は県ホームページからダウンロードくだ

さい。 

  ①応募書  次の事項をご記入ください。 

岐阜県食品安全対策協議会公募委員応募書 

１ 氏名（ふりがな）、年齢（令和８年４月１日現在）、住所、電話番号 

２ 職業（例：自営業、会社員、無職 等） 

３ 国・自治体の各種委員会等の委員やモニターなどの経験 

（経験のある方は、国・自治体名、委員会等の名称・内容、期間をご記入ください。） 

４ その他の活動経験 

（地域づくり、環境保全、福祉・保健医療、消費生活など、団体活動経験の内容と期

間をご記入ください。） 

５ 応募理由 

岐阜県政記者クラブ加盟社各位 

令和８年１月１３日（火） 岐阜県発表資料 

担当課 担当係 担当者 電話番号 

生活衛生課 食品安全対策係 池上 

内線 3422 

直通 058-272-8284 

F A X 058-278-2627 



 

②作文  以下のテーマについて普段お考えのことを消費者の立場から作文にまとめてくだ

さい。 

テーマ：食品の安全について現在問題だと思うことと、その改善のための方策 

字 数：８００字程度 

 

（２）提出・問い合わせ先 

①郵 送：〒５００－８５７０（住所不要） 

健康福祉部 生活衛生課 食品安全推進室食品安全対策係 あて 

②ＦＡＸ：０５８－２７８－２６２７ 

    ③電子メール：メールアドレス c11222@pref.gifu.lg.jp 

           （電子メールの場合、件名を「岐阜県食品安全対策協議会委員募集」とし、 

Word又は PDFファイルで提出願います。） 

  ④Logoフォーム：下記 URL又は二次元コード 

https://logoform.jp/form/T8mB/1344264 

 

（３）提出期限 

令和８年２月６日（金） 

（※郵送の場合は２月６日消印有効、 

ＦＡＸ・電子メール・Logoフォームの場合は２月６日午後５時必着） 

 

（４）その他 

・選考の結果は、応募いただいた方全員にお知らせします。（３月下旬を予定） 

・応募書類はお返ししませんのであらかじめご了承ください。 

・応募書類に記載いただいた個人情報は、公募委員の選考・依頼事務のみに使用し、個人情報

の保護に関する法律に基づき適正に管理します。 

 

６ 食品安全対策協議会について（県ホームページ） 

食品安全対策協議会の概要や応募書等の様式は、以下のホームページに掲載しています。 

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/467220.html 

県ＨＰトップ＞子ども・女性・医療・福祉＞健康＞食品の安全・安心 

＞食品安全の推進体制＞次期食品安全対策協議会委員（消費者代表）を募集しています 

https://logoform.jp/form/T8mB/1344264
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/467220.html

